
 

 

令和５年度ダイオキシン類環境調査結果について 

 

 

ダイオキシン類対策特別措置法（ダイ特法）第 26 条の規定に基づき、県内の大気、公

共用水域（水質・底質）、地下水及び土壌のダイオキシン類による汚染の状況を把握する

ための調査を実施した。 
 

１ 調査結果 
県内の大気、公共用水域（水質・底質）、地下水及び土壌について調査を実施した。 
その結果、全ての地点で環境基準を達成した。 

表１  調査結果の概要 

区分(単位) 地点数  調 査 結 果 
環 境 
基 準 

超過地点 
（濃  度） 

参 考 
R4 年度 

大気(pg-TEQ/ｍ３) 10 0.0070 ～ 0.021 0.6  なし なし 

公
共
用
水
域 

水 質 
(pg-TEQ/L) 

河 川 32 0.075  ～ 0.98 

1 なし 
玉川(1.3) 
大川(1.5) 

湖 沼 2 0.14   ～ 0.16 

海 域 2 0.024  ～ 0.039 

底 質 
(pg-TEQ/g) 

河 川 32 0.22   ～ 35 

150 なし なし 湖 沼 2 15   ～ 21 

海 域 2 0.23   ～ 4.3 

地下水(pg-TEQ/L) 22 0.017  ～ 0.063 1 なし なし 
土 壌(pg-TEQ/g) 22 0.049  ～ 140 1,000 なし なし 
 

２ 今後の対応 
引き続き、河川等環境中のダイオキシン類による汚染の状況を把握するとともに、 

事業場に対して規制基準の遵守や施設管理の徹底について指導を実施する。 
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